[bookmark: _Hlk169011384]令和６年度「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は
女性に関する施策の推進状況」調査
記　入　上　の　留　意　点　（調査表１～３）



　本資料は、令和６年度「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」調査に係る記入上の留意点をまとめたものです。
各設問に回答する際は、必ず以下の項目をご確認の上、ご回答ください。

＜回答方法について＞

· 2024（令和６）年度「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」調査は、ＷＥＢシステムを用いて回答してください。
【ＷＥＢシステムＵＲＬ】　https://ge-survey.sfmj-ri.jp

· ＷＥＢシステムの入力方法は、別紙（「回答入力の手引き」）をご参照ください。

· 原則として西暦で入力してください。


＜調査表１＞ （都道府県、政令指定都市用)

〇調査時点
· 調査時点は、原則2024年４月１日時点としてください。
· ただし、問19-1～19-19までは、2024年７月１日時点としてください。
· [bookmark: _Hlk38902189]問6-2～問6-5、問7-1～問7-2、問7-9については、「〇 2024年４月１日、〇 その他（西暦）」の選択式ですが、原則「2024年４月１日」を選択してください。


問1 男女共同参画・女性問題に関する事務を総括的に所管する組織
問1-1
局部課（室）名
· 男女共同参画・女性問題に関する事務を、総括的に所管する組織の正式名称を記入してください。
担当職員数
· 所管課（室）内で男女共同参画の業務に従事している職員数を専任・兼任別に記入してください。
· ただし、所管課（室）の定員であっても男女共同参画センター等の別組織において業務に従事している場合は、人数から除いてください。
· 「会計年度任用職員」は含みません。


問2 国の「男女共同参画推進本部」に相当する本庁の連絡会議（推進体制）
問2-1 
根拠
· 根拠の記入例：△△条例、△△要綱　等
長の役職
· 長の役職（記入例：知事、副知事、○○局長等）を記入してください。
※なお、氏名を記入する必要はありません。


問3 男女共同参画に関する諮問機関、懇談会
問3-1 
構成員
· 男女別に構成員の人数を記入してください。男女逆に記入する等の誤りがないように注意してください。




問4 男女共同参画に関する計画
問4-2　改定・見直しの予定時期
· 計画の改定・見直しを予定している場合は、その予定時期を記入して下さい。
· 改定・見直しの時期は作業を行う時期ではなく、新たに計画が改定される時期を指します。

問4-3 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」という。）の推進計画との一体性
· 男女共同参画に関する計画について、「女性活躍推進法の推進計画と一体である」又は、「女性活躍推進法の推進計画と別に作成」のいずれかを選択してください。
· 男女共同参画に関する計画が「女性活躍推進法」第６条の推進計画の趣旨を踏まえた計画であっても、同条に基づく推進計画に当たらない場合は、「女性活躍推進法の推進計画と別に作成」を選択する必要がありますので、ご注意ください。

　　（参考）女性活躍推進法　抜粋
第六条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。
２　市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。
３　都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


問5 男女共同参画に関する条例
問5-1
名称　公布日　施行日
· 男女共同参画に関する条例の名称、公布日及び施行日を記入してください。
最終改正日　改正内容
· 条例の改正があった場合は、最終改正日及び改正内容を記入してください。
改正予定時期
· 改正を予定している場合は、改正予定時期を記入してください。
· なお、過去に複数回、条例を改正している場合、最終改正以前の改正については、「改正内容」の欄に当該改正日とともに記入してください。

問5-2
· 条例を制定していない場合は、「制定等について検討中」又は「特に検討していない」のいずれかを選択してください。
· 「制定等について検討中」の場合は、現在の状況を具体的に記入してください。

問6 審議会等委員への女性の登用
· 本調査項目の審議会等委員は、本委員（地方公務員法第３条第３項に規定する特別職に該当する委員を含む）のみとし、専門委員、特別委員及び臨時委員は該当しません。
· 審議会等数には、女性委員のいない審議会等も含めた総数を回答してください。　

問6-1  審議会等委員への女性の登用の目標
目標値
· 目標年度が複数ある場合などは、自由記述に記入してください。
根拠
· 根拠欄には、根拠となる計画等名と策定日を明記してください。
記入例：「◯◯男女共同参画計画」西暦◯年◯月◯日
目標設定の対象である審議会等の範囲
· 目標設定の対象である審議会等の範囲は、以下を参考にして記入してください。
　      例：１  法律又は政令により設置されている審議会等
        　　２  法律により設置されている委員会等（地方自治法第180条の５）
        　　３  条例、規則等により設置されている懇談会、会議等
        　　４  要綱等により設置されている懇談会、会議等
        　　５  その他（ ※具体的に記入してください。）

問6-2  目標設定の対象である審議会等における登用状況
1 「調査時点」を選択してください。「その他」の場合は、必ず調査時点を西暦で記入してください。
2 延総委員等数及び延女性委員等数は、職務指定委員を含めた委員等の数を記入してください。また、委員が任命、委嘱等されていない審議会等は、「０」としてカウントすることとし、「審議会等数」に含まないでください。
（上記２点については、問6-3～問6-5において同じ）

問6-3  地方自治法（第202条の３）に基づく審議会等における登用状況
1 「地方自治法（第202条の３）に基づく審議会等」は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより設置されている審議会等のことです。
2 要綱等により設置されている審議会等は含みません。
3 介護認定審査会等、複数の地方公共団体による広域圏で設置している審議会等がある場合は、当該審議会等の事務局が所在する市（区）町村が全委員分をまとめて記入してください。
※注意点
「地方自治法（第202条の３）に基づく審議会等における登用状況」の「審議会等数」及び「委員等数」の数値は、「法律又は政令により地方公共団体に置かなければならない審議会等」の各対応する数値よりも少なくなることはありません。








問6-4 法律又は政令により地方公共団体に置かなければならない審議会等における登用状況
· 「法律又は政令により地方公共団体に置かなければならない審議会等」について、都道府県は別表１、政令指定都市は別表２に該当する審議会等について記入してください。

問6-6 目標値以外の目標設定
· 目標値以外に定性的な目標設定等がある場合は、「有」を選択し、その内容を具体的に記入してください。
記入例：女性委員の兼任数を抑制する、女性委員のいない審議会等の解消等

問6-7 女性登用方策について
人材名簿の公表・非公表
· 人材名簿を作成している場合は、「有」「無」のいずれかを選択してください。
人材名簿の掲載人数
· 「有」を選択している場合は、掲載人数を記入してください。
その他
· 女性委員登用のための研修等人材育成事業と、地方公共団体の審議会等委員の一般公募について、有無を選択してください。
· 「その他」の場合は、具体的な内容を記入してください。


問7 女性公務員の採用・登用状況
＜公務員の調査対象範囲について＞

· 本調査の問７で対象としている公務員は、各地方公共団体で採用し、かつ、定員となっている職員です。
· 国家公務員である県警本部長や、一部の警察署長などの地方警務官及び特定地方警務官は調査対象外ですが、国などから出向し、現在各地方公共団体の定員に含まれている職員は調査対象となります。
· なお、各地方公共団体の職員のうち、県立・市立の教育関係機関の教育職俸給表の支給対象者は調査対象外ですので注意してください。

※2020年４月１日より、新たに期限付任用である「会計年度任用職員制度」を新設する、とした地方公務員法及び地方自治法の一部の改正が施行されました。
「会計年度任用職員」については、非常勤職員に該当するため、本調査の調査対象外となります。


















問7-1　管理職の在職状況
うち女性数
· 「本庁」、「支庁・地方事務所等」を併せた「全体数値」のうち、警察関係と教育委員会の管理職数について、（内数）欄に記入してください。
· 政令指定都市は、警察関係は入力不要です。
1 「管理職」とは、本庁課長相当職以上の職に就くものとし、具体的には、管理職手当が支給されることが条例等で指定される職を占める職員（管理又は監督の地位にある職員）を指します。
· なお、管理職手当を支給されている職員であっても、課長補佐級及び係長級の職員は、管理職に該当しません。
· 出先機関及び知事（市町村長）部局以外の本庁及び出先機関については、本庁知事（市町村長）部局における職位に読替えの上、それぞれ該当する職位に記入してください。
2 「本庁職員」とは、 都道府県庁、市役所の首長部局、教育委員会事務局、議会事務局、各種行政委員会事務局、警視庁、道府県警察本部、企業庁等の職員を指します。
· 「支庁・地方事務所等職員」とは、本庁職員以外の職員を指します。
· 道にあっては、支庁出張所を含み、各都道府県の警察署、企業庁の地方事務所も支庁・地方事務所に含めてください。
· 県立・市立の教育関係機関（小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学等）の教育職は全て対象外です。
· 教育委員会（事務局）の人数には、小学校、中学校、高等学校の校長、副校長、教頭は含みません。
· 都道府県の警察における地方警務官及び特定地方警務官は国家公務員となるため管理　職には含みません。
3 「一般行政職」の範囲は、次の職種のいずれにも該当しない職員です。
税務職、海事職（一）（二）、研究職、医師・歯科医師職、薬剤師・医療技術職、
看護・保健職、福祉職（保育士含む）、消防職、企業職、技能労務職、
任期付研究員（第一号、第二号）、特定任期付職員、
大学（短大）教育職、高等（特別支援・専修・各種）学校教育職、
小・中学校（幼稚園）教育職、高等専門学校教育職、その他の教育職、
警察職、臨時職員、特定地方独立行政法人職員、特定地方独立行政法人臨時職員
　
※職種区分は、職員の現実の勤務の実態に応じて回答してください。
例）・税務職に該当する職員が税務職給料表を用いず、一般行政職給料表の
適用を受けている場合であっても、「税務職」としてください。
・消防本部から市長部局の建築課や防災課に人事異動で配属になった職員
は、「消防職」ではなく、「一般行政職」としてください。
















問7-2　職務上の地位別職員在職状況
· 「係長」とは、その名称のいかんを問わず本庁における組織の最小単位の長をいい、
· 「課長補佐」とは、本庁の課長を直接補佐する職位とします。
· なお、ここでいう係長と課長補佐が同位の職位である場合や、課長補佐と係長を兼任し、課長補佐の俸給が支給されている場合は、課長補佐とみなしてください。
· 出先機関及び知事（市町村長）部局以外の本庁及び出先機関については、本庁知事（市町村長）部局における職位に読替えの上、それぞれ該当する職位に記入してください。
· 職位については、本庁等の組織構成を基礎とした任用上の昇任発令を伴う職制区分により記入して下さい。

問7-3　新規昇任者数
· 2023年４月１日～2024年３月31日の期間に、課長相当職、課長補佐相当職、係長相当職に、初めて昇任した人数を記入してください。

　問7-4　昇任・昇格等登用の考慮要素となる事項
1 「昇任」とは、職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいいます。
「昇格」とは、職員の職務の級を同一俸給表の上位の職務の級に変更することをいいます。
2 各職階への昇任や昇格等登用の際に考慮されている事項について、該当するすべての欄を選択してください。（複数回答可）

勤務成績
· 勤務成績について、人事評価制度を導入している場合、これも含みます。
昇任試験　昇格試験
· 昇任試験等又は昇格試験等には、選考採用において用いられる競争試験の手法を含みます。
· 昇任又は昇格の選考の一要素として面接のみの手法が実施されている場合は「面接のみ」
· 面接以外の筆記試験等の競争試験が実施されている場合（面接を併用する場合を含む）には「その他」を選択してください。
· 面接と筆記試験等を併用する場合は、「その他」を選択の上、「その他に関して具体的にご記入ください」の自由記述欄に、その旨をご記入ください。
· 部局によって異なる場合も、「その他」を選択の上、「その他に関して具体的にご記入ください」の自由記述欄に、その旨をご記入ください。
経験年数
· 経験年数が考慮される事項となっている場合において、産休・育休を取得した期間について経験年数として通算する取組等、産休・育休の取得が昇任・昇格に不利に影響しない取組を導入している場合には「取組有」を選択してください。
　遠隔地での勤務経験
· 遠隔地での勤務経験とは、転居を伴う勤務をいい、出先機関や、国、他団体、民間企業等他組織での勤務を含みます。
  


問7-5　昇任・昇格試験の受験者数
· 2023年４月１日～2024年３月３１日までの期間の受験者数を記入してください。
· 複数実施している場合には、通算して全受験者に占める全女性受験者の数を算出して記入してください。

問7-6  女性公務員の採用状況
· 2023年４月１日～2024年３月３１日までの期間に正規の職員として採用された者の数を記入してください。
· 政令指定都市は、警察関係は該当しませんので入力不要です。

1 「上級」とは、上級試験と称して行った試験又は大学卒業程度の学力を有すると認める者を対象として行った試験に合格し採用された者を指します。
· また、選考採用で採用された者のうち、医師、獣医師、薬剤師、保健師、弁護士、公認会計士等のほか、４年制大学以上の学校を卒業しないとその資格試験を受験できない類の資格を有する者も上級とみなします。
· この他、中途採用試験の受験資格に、大学新卒者と同じ年齢以上であることや、大学卒業と同様とみなせるだけの経験年数を有していることなどを要件としている場合も、上級とみなします。
2 臨時職員、再任用職員、産休代替職員は含めないでください。
· ただし、臨時職員を正規の職員として採用した場合は採用者に含めてください。
· 団体等内部における異動である場合は、任命権者を異にする場合でも採用者に含めないでください。
· 地方独立行政法人法第59条第１項による職員の引継ぎは含めないでください。

　問7-8　問7-7で１（明記した規定があり、認めている。）を選択した場合にお伺いします。当該規定（規則、条例、別表等）の該当部分の規定を記入してください。
· 当該規定で、職員の通称又は旧姓の使用を認めることが記載されている部分を記入してください。
· 規定については、規則や条例のほか、要項・要領など内部の運用規定も含めて幅広に回答してください。

[bookmark: _Hlk166515723]

問7-9　本庁の防災・危機管理部局への女性職員の配置状況
各団体で、防災・災害対策を主担当とする部局（及び課）の定員職員とうち女性職員の人数を記入してください。
※注意点
· 支庁・地方事務所、警察関係、教育委員会、消防担当（消防本部や消防署の職員を含む）の職員は除いてください。
· 会計年度職員・再任用職員を除いてください。
· [bookmark: _Hlk166515960]国家公務員である県警本部長や一部の警察署長などの地方警務官及び特定地方警務官は調査対象外ですが、国などから出向し、現在各地方公共団体の定員に含まれている職員は調査対象です。
· 他局（課）の業務と兼務の場合、平常時から防災業務に携わり、本務を防災・災害対策担当とする職員の人数のみを計上してください。
· 防災・危機管理部局を設置していない地方公共団体は、実質的に防災・危機管理業務を担当する職員の人数を計上してください。















問8 男女共同参画・女性のための総合的な施設の設置
問8-1  名称
· 建物の名前ではなく、「●●男女共同参画センター」のように、組織名を記載するようお願いします。
· また、男女共同参画や女性のための諸活動を総合的に行う施設を設置している場合は、その施設名称を記入してください。
· 施設の名称については、「愛称・通称」があれば併せて記入してください。

問8-4  所在地等
· 所在地等については、郵便番号、住所、電話番号、ＦＡＸ番号及びホームページアドレスを記入してください。
· また、移転の予定がある場合は、住所欄において、上段に現在の住所に続き、句読点で句切ったうえで移転先の住所及び移転予定日を記入してください。

問8-5  管理・運営主体
管理・運営主体については、施設管理及び事業運営について、該当する項目を選択し、指定管理方式の場合は、名称等（指定管理者の記入例：（公財）○○協会）を記入してください。



問8-6  職員数
· 「常勤」（雇用（任用）期間の定めがない職員）
· 「非常勤」（雇用（任用）期間の定めがある職員）
· 対象となる職員は、施設の運営者が雇用している職員とし、イベント等における一時的なアルバイトスタッフは含めません。
· 雇用（任用）期間の定めとは、施設運営者と当該職員の雇用関係における期間です。
· 自治体が運営している施設においては、施設運営業務に従事している自治体職員の人数を回答してください。
· 年間の委託事業等で施設を運営している場合は、委託先で施設運営業務に従事している職員の人数を回答してください。
· 男女共同参画センター運営業務以外の業務・併任となっている職員も含めて回答してください。

問8-7  予算額
· 予算額は事業予算であって人件費、設備の補修費は含みません。
· 施設の運営を外部委託しており、職員の人件費を委託料に含めている場合は、委託料から人件費を除いて回答してください。
· 千円単位で回答してください。



問8-8  主な事業
施設が行っている男女共同参画・女性に関する主な事業を選択し（複数回答可）、その主な事業内容を記入してください。
	広報啓発
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6]男女共同参画の推進を目的としたフォーラム・シンポジウムの開催、広報誌の発行や不特定多数の人に対する周知など、広報啓発を目的としたもの

	講    座
	技術・資格の取得、教養・知識等を身につけるための講座の開催

	相談事業
	女性に関する法律相談、配偶者による暴力、子育て等家庭に関する相談、女性の健康に関する相談等の相談窓口設置等の事業を行っているもの

	情報収集・提供
	男女共同参画等に関する書籍、資料、情報を収集し、図書館、資料室やインターネット等を通じて情報提供を行っているもの

	苦情処理
	当該区域内に在住・在勤している住民から苦情の申出があった場合や、苦情の原因となった事業が当該区域内で発生した場合の相談への対応に関するもの

	交流促進
	働く女性同士の交流会、子育てサークル、女性団体・グループ交流を目的としたイベントの開催等交流に関するもの

	企業・ＮＰＯ法人との連携・働きかけ
	男女共同参画の推進を目的とした企業・ＮＰＯ法人の取組の推進（アドバイザー等派遣、講座・セミナー・講演会等の開催）に関するもの

	国際交流・海外派遣事業
	海外からの女性グループ等の招聘、海外の姉妹都市等の交流イベント等、国際的な交流に関するもの

	調査研究
	男女共同参画に関する意識調査や他地域の男女共同参画に関する　事例研究等調査・研究に関するもの

	その他
	上記に該当しないもの。
例：女性の健康維持のための体力づくり教室、簡易な健康診断等健康増進に関するもの。「託児所（チャイルドルーム）運営」「男女共同参画支援（サポート）事業」等




問9 男女共同参画・女性関係事業を推進するための基金・財団の設立（施設の管理運営の実施団体を含む。）
· 都道府県、政令指定都市が基金・基本財産（現在又は過去）を出資した財団について、回答してください。
· 一般、公益、特例の区別は問いません。

問9-1  問9で「有」を選択された方にお聞きします。
· 名称、基金・基本財産額（単位：千円）、設置年月日（西暦）及び出資者を記入してください。




問10 　地方公共団体と民間団体（女性団体等）とのネットワーク
· 地方公共団体と民間団体（女性団体等）とで連携して、民間団体の組織化を図っている場合、民間団体（女性団体等）のネットワークについて、問10-２～４の該当する項目に回答してください。


問11 　市町村との連携及び市町村への指導・助言状況（都道府県のみ）
　政令指定都市については該当しませんので入力不要です。

　問11-1　問11で「有」を選択された方にお聞きします。（複数選択可）
· 前年度の実施状況を踏まえ、該当する項目を選択してください（複数回答可）。
· 補助金等の交付（都道府県から市区町村へ）については、名称及び概要を記入してく
ださい。
· 「その他」を選択した場合は、具体的な内容を記入してください。


問12 　男女共同参画・女性問題に関する職員研修の実施
問12-1　問12で「有」を選択された方にお聞きします。
· 前年度の実施状況を踏まえ、該当する項目を選択してください（複数回答可）。

問12-3　問12₋2で「有」を選択された方にお聞きします。
· 前年度の実施状況を踏まえ、該当する項目を選択してください（複数回答可）。
· 「その他」を選択した場合は、具体的な内容を記入してください。


問13 　担当局（部）課（室）所管の男女共同参画・女性関係予算
· 関係予算総額には、施設整備費を除いた額（単位：千円）を記入してください。
· 一般会計予算総額に占める割合（％）は、少数点以下第３位を四捨五入して、少数点以下第２位まで記入してください。［例→11.11％］
· 男女共同参画・女性のための施設整備費は、施設の新設、増築、改築等にかかる額（単位：千円）を記入してください。


問14 　公共調達における男女共同参画及びワーク･ライフ･バランス項目の設定状況
· 設問中の「男女共同参画」とは、公共調達における男女共同参画やワーク・ライフ・バランスの両方又は片方の評価を項目に設定している場合です。
· １～５の中で該当する項目欄を選択してください（複数選択可）。
· 「その他の公共調達における男女共同参画等項目の設定」を選択した場合は、「その他」の内容について(1)～(5)の中で該当する項目欄を選択してください（複数回答可）。



問14-1～問14-4
· 問14の１～４を選択した場合は、問14-1～問14-4の「具体的項目」(1)～(13)の中で、該当する項目欄を選択してください（複数選択可）。


問15 　男女共同参画等を推進している企業の登録・認定・認証、表彰制度の状況
· 問15-1及び、問15-4で、「実施している」を選択した場合、問15-2、問15-5で１～12の具体的項目のうち該当するものを選択した上で、問15-3及び、問15-6の具体的名称を記載し、当該名称の後ろに（ ）を付し、該当する選定等の基準番号を記入してください。
例：●●表彰（１）、△△表彰（８、10）など


問16 　地域における女性活躍推進連携体制の構築状況
· 関係機関が連携した女性活躍推進体制が既に整備されている場合、「ある」を選択してください。
· 「ある」を選択した場合、女性活躍推進法第27条の「協議会」に該当する場合には、その具体的名称を、その他の場合には具体的名称を記入してください。
（例：女性の大活躍推進○○県会議等）
· 現在未整備のため、体制整備を今後検討する場合は、「現在はないが、今後検討する」を選択してください。
· なお、特定の分野のみを対象とする連携体制については、本調査の対象外です。


問17 　男女共同参画に関するデータ集（白書等）の作成状況
· 住民の幅広い状況や活動等を示す統計情報に関し、男女別に明らかにすることを主たる目的とするデータ集（白書等）を公表しているかについて、「有」又は「無」を選択してください。
問17-1　問17で「有」を選択された方にお聞きします。
· 具体的な名称を記入してください。
（例：「男女共同参画白書」「男女共同参画データブック」「数字で見る○○県の
　　　男女」等。複数ある場合は、主なものの名称を記入のこと）
· また、公表周期について、「定期」の場合、具体的な年数を記入してください。
（例：５年おきに実施の場合「５年」、毎年実施の場合は「１年」、
　　　不定期の場合「不定期」を選択してください。）。
· 公表主体について、該当する項目を選択してください（複数回答可）。
· 「その他」の場合は、具体的な内容を記入してください。




問18 　2024年度実施予定事業
問18-1　問18で 「有」を選択された方にお聞きします。
· 担当課が中心となり実施する予定の事業を記入してください。
（「名称」、「事業内容など」、「参加予定者数」、「時期」）
· なお、国、県、政令指定都市等との共催事業の場合は、「事業内容など」に明記してください。
	1.広報啓発
	男女共同参画の推進を目的としたフォーラム・シンポジウムの開催、広報誌の発行や不特定多数の人に対する周知など、広報啓発を目的としたもの

	2.表彰
	功労表彰、チャレンジ表彰、女性活躍推進企業表彰などの知事等表彰事業に関するもの

	3.講座
	技術・資格の取得、教養・知識等を身につけるための講座の開催

	4.相談事業
	女性に関する法律相談、配偶者による暴力、子育て等家庭に関する相談、女性の健康に関する相談等の相談窓口設置など

	5.情報収集・提供
	男女共同参画等に関する書籍、資料、情報を収集し、図書館、資料室やインターネット等を通じて情報提供を行っているもの

	6.苦情処理
	当該区域内に在住・在勤している住民から苦情の申出があった場合や、苦情の原因となった事業が当該区域内で発生した場合の相談への対応に関するもの

	7.交流促進
	働く女性同士の交流会、子育てサークル、女性団体・グループ交流を目的としたイベントの開催等交流に関するもの

	8. 企業・ＮＰＯ法人との連携・働きかけ
	男女共同参画の推進を目的とした企業・ＮＰＯ法人の取組の推進（アドバイザー等派遣、講座・セミナー・講演会等の開催）に関するもの

	9.国際交流・海外派遣事業
	海外からの女性グループ等の招聘、海外の姉妹都市等の交流イベント等、国際的な交流に関するもの

	10.調査研究
	男女共同参画に関する意識調査や他地域の男女共同参画に関する事例研究等調査・研究に関するもの

	11.その他
	上記1.から10.に該当しないもの。健康維持のための体力づくり教室、簡易な健康診断等健康増進に関するもの。託児所（チャイルドルーム）運営、男女共同参画支援（サポート）事業　等




問19 　議会の議員の両立支援体制等に関する調査
調査時点　
問19-1～問19-19での「調査時点」は、2024年７月１日時点で記入して下さい。

問19-2　議員の出産を欠席事由として明記した規定(産休を含む)がありますか
· 議員本人の出産を欠席事由として明記した規定（配偶者の出産は含みません）の有無について回答してください。

問19-4　問19-2で「欠席事由として明記した規定がある」を選択した場合、出産に係る産前
産後期間の明記がなされていますか。
· 1「欠席事由として明記した規定がある」を選択した場合は、出産に係る産前産後期間が明記されているかどうかご回答ください。
問19-5　問19-4で1「産前産後期間を明記した規定がある」を選択した場合にお伺いしま
す。当該規定（規則、条例、別表等）の該当部分の規定を記入してください。
· １「産前産後期間を明記した規定がある」を選択した場合は、当該規定の該当部分を記入してください。

　問19-8　下記の事由に関して議会の欠席事由として明記した規定はありますか。
· 「疾病」は、議員本人に関するものを指します。
· その他については、具体的に事由を記載してください。
· 個別の各事由について、「その他のやむを得ない事由」等の規定に含む解釈としている場合は、２と回答してください。

問19-9　議員の利用することのできる保育施設等が議会に設置または提供されていますか。
· 「保育施設」については、議員も利用が可能な認可保育所、認証保育所、無認可保育所等、場所と人員が確保されている場合に加え、保育者と保育場所の確保を議会事務局等で行い、臨時的に保育を確保する場合は、1「人員及び場所の設置または提供がされている」を選択してください。傍聴者用の託児施設を議員が利用可能な場合も含みます。
· 必要に応じ、ベビーシッターや友人・親戚などの、議員が自ら確保した保育者による保育が可能となる場所の提供等がされる場合には、2「保育に必要な場所の設置または提供がされている」を選択して下さい。
· 今後保育に必要な人員または場所が設置または提供されることが決まっている場合には、3「設置または提供する予定である」を選択してください。

問19-10　議員の利用することのできる授乳室等が議会に設置または提供されていますか
· 「授乳室等」については、授乳、おむつ替え専用の場所が常設されている場合には、１「設置されている」を選択してください。
· 必要な場所が提供可能な場合又は実際に提供されている若しくはされたことがある場合は、臨時の場合も含めて 2「授乳等に必要な場所の設置または提供がされている」を選択してください。
· 今後授乳室等が設置または提供されることが決まっている場合には、3「設置または提供する予定である」を選択してください。

問19-11　議会におけるハラスメント防止に関する取組（ハラスメント防止に関する議員
向け研修を除く。）を行っていますか。
· セクシャルハラスメントやパワーハラスメントに限定することなく幅広にハラスメント防止に関する取組を行っているかどうかを踏まえて、回答してください。

問19-12  問19－11で１「行っている」を選択した場合にお伺いします。行っている取組を
選択して下さい。（複数回答可）
· 「その他」を選択した場合は、具体的な内容を回答してください。



問19-13　問19-12で1「ハラスメント防止に関する規定（倫理規定等）がある。」を選択
した場合にお伺いします。当該規定（規則、条例、別表等）の該当部分を記入してください。
· 1「ハラスメント防止に関する規定（倫理規定等）がある。」を選択した場合は、当該規定の該当部分を記入してください。

問19-14  ハラスメント防止に関する議員向け研修を行っていますか。
· ハラスメント防止に関する議員向け研修の有無や今後の予定について、回答してください。

問19-15　 問19-14で１「行っている」又は２「行っていないが、今後、行う予定である」を選択した場合にお伺いします。当該研修において、令和４年４月に内閣府が公表した教材動画「政治分野におけるハラスメント防止研修教材」を利用している又は利用する予定はありますか。
当該教材動画は、
(1) 令和４年４月１２日付け府共第２６３号－３をもって、内閣府男女共同参画局長から、全国都道府県議会議長会事務総長、全国市議会議長会事務総長及び全国町村議会議長会事務総長あて、並びに府共第２６３号-４をもって、各都道府県議会議長、各市議会議長及び各町村議会議長あて、積極的な活用をお願いしているものです。
(2) 併せて、令和４年４月１２日付け府共第２６４号をもって内閣府男女共同参画局推進課長から都道府県・政令指定都市男女共同参画担当部局長あて、積極的な活用をお願いしているものです。
（参考）URL：https://www.gender.go.jp/policy/seijibunya/seijibunya_harassment.html

問19-16　男女共同参画に関する研修（ハラスメント防止に関するもの以外）を行っていますか。
· ハラスメント防止に関するもの以外についても幅広に回答してください。



問19-17　議会において、通称又は旧姓の使用を認めていますか
· 地方議会における通称又は旧姓の使用の状況について、参議院先例集（下記）を参考に、回答してください。

（通称又は旧姓使用に関する参考）
参議院先例録（抄）（平成25年版）
第七章　議員
第一節 応召、当選証書の対照、入場及び紹介
 　九八   議員の氏名は、原則として本名を用いる
議員の氏名は、本名を用いることとするが、議長の許可により、その任期中、本名に代えて通称を使用することができる。
なお、婚姻により氏を改めた議員が引き続き婚姻前の氏を通称として使用することを議長が許可したことがある。
  （注）議員の氏名は、従来、本名を用いることとしていたが、第百四十回国会平成九年六月九日の議院運営委員会理事会において、次の旨の決定があり、同年九月二十九日に召集された第百四十一回国会から議員の通称使用が認められた。
一　議員氏名
議員氏名は、従来どおり、内閣総理大臣からの当選人報告に基づき、これと当選証書記載の氏名を対照したもの（以下「本名」 という。）を用いるのを原則とする。ただし、通称を議員氏名として使用したい議員は、当選証書の対照後、通称使用の許可を申請することができる。
         二　通称の範囲
              　 通称とは、公職選挙法制度上の通称（公職選挙法施行令第八十八条の五第七項、第八十九条第五項）とする。通称の使用が許可された場合には、以降任期中、通称使用の例外 （叙位・叙勲の申請等、専ら院外で使用をするもの又は通称の使用によっては実務上混乱が生じるおそれのあるもの）を除いて、通称を議員氏名として用いるものとする。

問19-19　政治分野の男女共同参画のために実施していることがあればご記入ください
· 政治分野の男女共同参画のために実施していることがあれば、何でも自由にご記入ください。
· なお、今年度実施しているものに限らず、これまで実施した施策があればご記入いただき、実施時期（開始時期）を明記してください。
· また、今後実施予定の施策があれば、実施予定があることを明示した上でご記入ください。




問20 地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドラインを含む）に、男女　共同参画担当部局又は男女共同参画センターの具体的な役割が明確に位置付けられていますか。
　　第５次男女共同参画基本計画においても、防災・復興に関する政策・方針決定過程への女性の参画拡大や防災現場における女性の参画拡大の重要性が述べられていることから、この設問を設けたものです。位置付けられた規定の有無を選択してください。

問20-1  問20で1（位置付けられた規定がある）を選択した場合にお伺いします。当該計画、指針の該当部分を記入してください。
· 問20関連の更問です。
· 1．「位置付けられた規定がある。」を選択した場合は、当該規定の該当部分を記入してください。

＜調査表２＞　(都道府県用)
〇調査時点
· 原則として2024年４月１日現在で記入してください。


問21  「調査時点」のいずれかを選択してください。
· 「その他」の場合は、必ず西暦で入力してください。


問22   都道府県における首長等の状況
知　事　知事の性別を選択し、任期（終期は予定を記載）を記入してください。
副知事　副知事の人数を男女別に記入してください。
· 問２２については、2024年７月１日時点でご記入ください。


問23 　法律又は政令により地方公共団体に置かなければならない審議会等の委員数等
· 本調査項目の委員は、本委員（地方公務員法第３条第３項に規定する特別職に該当する委員を含む）のみとし、専門委員、特別委員及び臨時委員は該当しません。
· 法律等により、「会長は知事をもって充てる」と規定されている場合、知事も委員数に含まれます。
· 2024年４月に内閣府が把握した審議会等について掲載していますが、追加がありましたら、該当審議会等を追加記入してください。
· また、変更・廃止になった審議会等がありましたら、変更・廃止がわかるように記入してください。
· 掲載している審議会等のうち、各都道府県において設置されていない審議会等がある場合は、当該審議会等の名称の前欄にチェックをし、当該審議会等の「委員総数」、「うち女性委員数」には記入しないでください。
· １「都道府県防災会議」については、内訳の災害対策基本法第１５条第５項の規定に基づく１号～８号委員の欄に記入してください。


問24   地方自治法（第180条の５）に基づく委員会等の委員数
· 地方自治法（第180条の５）に基づく委員会等とは、同法第１８０条の５第１項及び、第２項に掲げられている委員会及び委員を指します。
· 各都道府県に置かれている委員(地方公務員法第３条第３項に規定する特別職に該当する委員を含み、専門委員、特別委員及び臨時委員は含まない。) について記入してください。
· 平成26年度（2014年度）の教育委員会制度改正後に任命された新教育長（地方公共団体の長が議会の同意を得て任命）は、委員会の委員でないので、委員の数に含めないでください。
· 市(区)町村に置かれている委員について合算する必要はありません。

＜調査表３＞ （政令指定都市用）
〇調査時点　
· 原則として2024年４月１日現在で記入してください。

問30 　調査時点をお答えください
· 「調査時点」のいずれかを選択してください。
「その他」の場合は、必ず西暦で入力してください。


問31 　法律又は政令により地方公共団体に置かなければならない審議会等の委員数等
· 委員は、本委員（地方公務員法第３条第３項に規定する特別職に該当する委員を含む）のみとし、専門委員、特別委員及び臨時委員は該当しません。
· 法律等により、「会長は市長をもって充てる」と規定されている場合、市長も委員数に含まれます。
· 2024年４月に内閣府が把握した審議会等について掲載してありますが、追加がありましたら、該当審議会等を追加記入してください。
· また、変更・廃止になった審議会等がありましたら、変更・廃止がわかるように記入してください。
· 掲載している審議会等のうち、政令指定都市において設置されていない審議会等がある場合は、当該審議会等の名称の前欄にチェックをし、当該審議会等の「委員総数」、「うち女性委員数」には記入しないでください。
※「20　障害支援区分審査会」とは、障害者自立支援法第15条で明記されている市町村審査会のことです。
· １「市町村防災会議」には、（会長を含む）及び（委員のみ）のそれぞれの委員数を記入してください。
· 「うち女性委員数」がゼロの審議会等がありましたら、備考欄に女性委員を登用できなかった理由を記入してください。


問32   地方自治法（第180条の５）に基づく委員会等の委員数等
· 地方自治法（第180条の５）に基づく委員会等とは、同法第180条の５第１項及び第３項に掲げられている委員会等を指します。
· 委員は、本委員（地方公務員法第３条第３項に規定する特別職に該当する委員を含む）のみとし、専門委員、特別委員及び臨時委員は該当しません。
· 平成26年度（2014年度）の教育委員会制度改正後に任命された新教育長（地方公共団体の長が議会の同意を得て任命）は、委員会の委員でないので、委員の数に含めないでください。
· 3「人事委員会又は公平委員会」については、備考欄に人事委員会と公平委員会のどちらが置かれているか記載してください。
· 選挙管理委員会の委員数には、区の選挙管理委員会は該当しません。
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